
貸出業務

国内業務部門 国際業務部門 合　計

手形貸付

証書貸付

当座貸越

割引手形

合　計

期末残高
平均残高
期末残高
平均残高
期末残高
平均残高
期末残高
平均残高
期末残高
平均残高

平成28年9月中間期

国内業務部門 国際業務部門 合　計

（    ）
（    ）
（  ）
（  ）
（    ）
（    ）
（    ）
（    ）
（ ）
（ ）

（    ）
（    ）
（  ）
（  ）
（      ）
（      ）
（      ）
（      ）
（ ）
（ ）

（    ）
（    ）
（  ）
（  ）
（  ）
（  ）
（    ）
（    ）
（ ）
（ ）

●貸出金科目別残高 （単位：億円、%）

貸出金

残存期間
　　1年以下
　　1年超3年以下
　　3年超5年以下
　　5年超7年以下
　　7年超
　　期間の定めのないもの
合　計

●貸出金の残存期間別残高
（単位：百万円）

うち変動金利 固定金利

平成28年9月30日

貸出金
うち変動金利 固定金利

平成27年9月中間期

（    ）
（    ）
（  ）
（  ）
（  ）
（    ）
（    ）
（    ）
（ ）
（ ）

（  ）
（    ）
（  ）
（  ）
（      ）
（      ）
（      ）
（      ）
（ ）
（ ）

（    ）
（    ）
（  ）
（  ）
（  ）
（  ）
（    ）
（    ）
（ ）
（ ）

平成27年9月30日

（注）1. 国際業務部門の外貨建取引の平均残高は、月次カレント方式により算出しております。
　　　2.（　）内は構成比

（注）1. 残存期間１年以下の貸出金については、変動金利、固定金利の区別をしておりません。
　　　2. 残存期間別残高は、各残存期間の約定返済額により算出しております。

（注）店舗数には出張所を含んでおりません。

●1店舗当たり貸出金

平成28年9月30日

営業店舗数
1店舗当たり貸出金

店

（単位：百万円）

平成27年9月30日

店

（注）従業員数は期中平均人員を記載しております。なお、従業員数には本部人員
　　　を含んでおります。

●従業員1人当たり貸出金

平成28年9月30日

従業員数
従業員1人当たり貸出金

人

（単位：百万円）

平成27年9月30日

人

国内業務部門 国際業務部門 合　計

貸出金（A）
預　金（B）
　　　（A）／（B）
　　　  期中平均

平成28年9月30日

国内業務部門 国際業務部門 合　計

　
　

　
　

　
　

平成27年9月30日

　
　

　
　

　
　

預貸率

●貸出金の預金に対する比率

（注）預金には、譲渡性預金を含んでおります。

（単位：百万円）
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●貸出金・支払承諾見返の担保別内訳

設備資金
運転資金

合　計

●貸出金使途別残高
（単位：百万円）

貸出金残高 構成比

平成28年9月30日

貸出金残高 構成比

平成27年9月30日

有価証券
債権
商品
不動産
その他

計

保証
信用

合　計

（単位：百万円）

貸出金残高 支払承諾見返残高

平成28年9月30日

貸出金残高 支払承諾見返残高

平成27年9月30日

　製造業
　農業、林業
　漁業
　鉱業、採石業、砂利採取業
　建設業
　電気・ガス・熱供給・水道業
　情報通信業
　運輸業、郵便業
　卸売業・小売業
　金融業・保険業
　不動産業、物品賃貸業
　各種サービス業
　地方公共団体
　個人
　その他

特別国際金融取引勘定分
　政府等
　金融機関
　その他

合　計

●業種別貸出状況 （単位：百万円）

全店分
（除く特別国際金融取引勘定分）

貸出先数 貸出金残高 構成比

平成28年9月30日平成27年9月30日

貸出先数 貸出金残高 構成比

先先
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平成28年9月中間期

●貸出金償却額

貸出金償却額

平成27年9月中間期

（単位：百万円）

期首残高 期中
増加額

期中減少額

その他目的使用
期末残高

●貸倒引当金残高、期中増減額

　一般貸倒引当金
　個別貸倒引当金
　　うち非居住者向け債権分
　特定海外債権引当勘定

合　計

平成28年9月中間期

期首残高 期中
増加額

期中減少額

その他目的使用
期末残高

平成27年9月中間期

（単位：百万円）

（注）※は洗替による取崩額であります。

※

※

※

※

※

平成27年9月30日

●住宅ローン・消費者ローン残高

住宅ローン
消費者ローン

合　計

（単位：百万円）

平成28年9月30日

●特定海外債権残高
　　該当ありません。

（注）1. 貸出金残高には、特別国際金融取引勘定分は含まれておりません。
　　　2. 中小企業等とは、資本金3億円（ただし、卸売業は1億円、小売業、飲食業、物品賃貸業等は5千万円）以下の会社又は常用する従業員が300人（ただし、卸売業、
　　　　 物品賃貸業等は100人、小売業、飲食業は50人）以下の企業等であります。

●中小企業等に対する貸出金

平成28年9月30日

総貸出先数
　うち中小企業等貸出先数
  （総貸出先に占める割合）

総貸出金残高
　うち中小企業等貸出金残高
  （総貸出金に占める割合）

先
先

（ ）

（単位：百万円）

平成27年9月30日

先
先

（ ）

平成28年9月30日

（ ）

平成27年9月30日

（ ）
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平成28年9月30日

●リスク管理債権残高

破綻先債権
延滞債権
3か月以上延滞債権
貸出条件緩和債権
合　計

平成27年9月30日
単体

（単位：百万円）

（注）1. リスク管理債権残高は、担保及び貸倒引当金を控除する前の金額であります。
　　　2. 破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を
　　　　 計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号
　　　　 のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
　　　3. 延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
　　　4. 3か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3か月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
　　　5. 貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる
　　　　 取り決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3か月以上延滞債権に該当しないものであります。

平成28年9月30日
破綻先債権
延滞債権
3か月以上延滞債権
貸出条件緩和債権
合　計

平成27年9月30日

連結

平成28年9月30日

●金融再生法に基づく開示債権残高

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
正常債権

平成27年9月30日
（単位：百万円）

（注）1. 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始・更生手続開始・再生手続開始の申立て等により経営破綻となった債務者に対する債権およびこれらに準ず
　　　　 る債権であります。
　　　2. 危険債権とは、債務者の財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本および利息の受け取りができない可能性の高い債権であります。
　　　3. 要管理債権とは、元金または利息の支払いが3か月以上延滞している債権、および債務者の再建または支援をはかり、当該債権の回収をはかることなどを目的に、債務者
　　　　 に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を行っている債権であります。
　　　4. 正常債権とは、債務者の財政状態および経営成績に特に問題がないものとして、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」および「要管理債権」以外
　　　　 のものに区分される債権であります。
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